
平成３１年教育委員会４月定例会 

教委議案第２１号資料より抜粋 

別紙 

 

北本市立学校の適正規模等に関する検討について 

 

児童生徒数及び学級編制の見込による検証結果 

 

１ 学校規模等の適正化の検討を要する学校（適正化対象校） 

学校名 位置 

北本市立栄小学校 北本市栄１番地 

 

２ 学校規模等の適正化の検討を要する理由 

  平成３１年度以降の児童数及び学級編制の見込から、「北本市立学校の

適正規模等に関する基本方針」に定める次の２つの基準の維持に支障が生

じる可能性があるため、学校規模等の適正化（適正規模・学区再編等）の

検討を開始することが必要と認められるもの。 

 

⑴北本市における適正な学校規模（１校あたりの学級数） 

平成３１年度から向こう５年間の全てにおいて、全学年が単学級で構成

されることが見込まれ、適正な学級数を「９学級以上１８学級以下」とす

る基準の維持が困難と判断される。 

 

⑵北本市が目指す学級編制（１学級あたりの人数） 

平成３１年度から向こう５年間の全てにおいて、全学年における各学級

の人数が、適正規模として定める１学級あたりの人数の下限を下回ること

が見込まれ、基準の維持が困難と判断されるほか、令和２年度からは複式

学級による編制が見込まれる。 

 

 

３ その他 

  「適正な学校規模」及び「目指す学級編制」のどちらかの基準の維持に

支障が生じる可能性がある学校については経過観察とし、引き続き、今後

の児童生徒数及び学級編制の動向を注視する。 

 

４ 参考資料 

⑴平成３１年度以降の児童生徒数及び学級編制見込（令和５年度（２０

２３）まで） 

 

  

資料２ 

○写  



 



平成３１年度以降の児童生徒数及び学級編制見込（令和５年度（２０２３）まで）

平成31年4月6日現在
平成３１年度学級編制

人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数
中丸小 80 3 84 3 59 2 77 2 69 2 69 2 14 7 445
石戸小 42 2 50 2 41 2 41 2 61 2 39 1 11 5 279
南小 73 3 48 2 62 2 65 2 62 2 76 2 13 6 392
栄小 3 1 9 1 14 1 10 1 13 1 14 1 6 3 66
北小 63 2 62 2 78 2 75 2 66 2 74 2 12 5 423
西小 93 3 80 3 83 3 105 3 93 3 119 3 18 8 581
東小 65 2 58 2 74 2 64 2 94 3 78 2 13 9 442

中丸東小 38 2 28 1 26 1 36 1 47 1 42 1 7 3 220
合計 457 18 419 16 437 15 473 15 505 16 511 14 94 46 2,848

人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数
北本中 184 5 190 5 172 5 15 8 554
東中 169 5 166 5 168 5 15 15 518
西中 42 2 54 2 59 2 6 7 162
宮内中 100 3 110 3 106 3 9 8 324
合計 495 15 520 15 505 15 45 38 1,558

令和２年度見込数（学級数は県の編制基準を基に見込み、特別支援学級の見込は保留としています。）

人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数

中丸小 68 2 80 3 84 3 59 2 77 2 69 2 14 437
石戸小 32 1 42 2 50 2 41 2 41 2 61 2 11 267
南小 71 3 73 3 48 2 62 2 65 2 62 2 14 381
栄小 4 1 3 1 9 1 14 1 10 1 13 1 6 53
北小 72 3 63 2 62 2 78 2 75 2 66 2 13 416
西小 80 3 93 3 80 2 83 3 105 3 93 3 17 534
東小 47 2 65 2 58 2 74 2 64 2 94 3 13 402

中丸東小 26 1 38 2 28 1 26 1 36 1 47 2 8 201
合計 400 16 457 18 419 15 437 15 473 15 505 17 96 2,691

人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数

北本中 192 6 184 5 190 5 16 566
東中 147 4 169 5 166 5 14 482
西中 63 2 42 2 54 2 6 159
宮内中 126 4 100 3 110 3 10 336
合計 528 16 495 15 520 15 46 1,543

令和３年度（学級数は県の編制基準を基に見込み、特別支援学級の見込は保留としています。）

人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数

中丸小 76 3 68 2 80 2 84 3 59 2 77 2 14 444
石戸小 36 2 32 1 42 2 50 2 41 2 41 2 11 242
南小 65 2 71 3 73 2 48 2 62 2 65 2 13 384
栄小 9 1 4 1 3 1 9 1 14 1 10 1 6 49
北小 61 2 72 3 63 2 62 2 78 2 75 2 13 411
西小 100 3 80 3 93 3 80 2 83 3 105 3 17 541
東小 74 3 47 2 65 2 58 2 74 2 64 2 13 382

中丸東小 40 2 26 1 38 1 28 1 26 1 36 1 7 194
合計 461 18 400 16 457 15 419 15 437 15 473 15 94 2,647

人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数

北本中 162 5 192 5 184 5 15 538
東中 157 5 147 4 169 5 14 473
西中 77 3 63 2 42 2 7 182
宮内中 128 4 126 4 100 3 11 354
合計 524 17 528 15 495 15 47 1,547
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　※基本方針に定める「1学級あたりの人数」及び「1校当たりの学級数」の各基準に満たない箇所を網掛けし
ています。

児童数及び学級数見込

３年生 ４年生 ５年生

１年生 ２年生 ３年生

参考資料

中学校の基準の許容範囲
（6学級以上8学級以下）

中学校の基準の許容範囲
（6学級以上8学級以下）

中学校の基準の許容範囲
（6学級以上8学級以下）



令和４年度（学級数は県の編制基準を基に見込み、特別支援学級の見込は保留としています。）

人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数

中丸小 63 2 76 3 68 2 80 2 84 3 59 2 14 430
石戸小 33 1 36 2 32 1 42 2 50 2 41 2 10 234
南小 46 2 65 2 71 2 73 2 48 2 62 2 12 365
栄小 9 1 9 1 4 1 3 1 9 1 14 1 6 48
北小 84 3 61 2 72 2 63 2 62 2 78 2 13 420
西小 70 2 100 3 80 2 93 3 80 2 83 3 15 506
東小 59 2 74 3 47 2 65 2 58 2 74 2 13 377
中丸東小 27 1 40 2 26 1 38 1 28 1 26 1 7 185
合計 391 14 461 18 400 13 457 15 419 15 437 15 90 2,565

人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数

北本中 173 5 162 5 192 5 15 527
東中 123 4 157 4 147 4 12 427
西中 60 2 77 2 63 2 6 200
宮内中 135 4 128 4 126 4 12 389
合計 491 15 524 15 528 15 45 1,543

令和５年度（学級数は県の編制基準を基に見込み、特別支援学級の見込は保留としています。）

人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数

中丸小 67 2 63 2 76 2 68 2 80 2 84 3 13 438
石戸小 28 1 33 1 36 1 32 1 42 2 50 2 8 221
南小 64 2 46 2 65 2 71 2 73 2 48 2 12 367
栄小 8 1 9 1 9 1 4 1 3 1 9 1 6 42
北小 66 2 84 3 61 2 72 2 63 2 62 2 13 408
西小 90 3 70 2 100 3 80 2 93 3 80 2 15 513
東小 69 2 59 2 74 2 47 2 65 2 58 2 12 372
中丸東小 29 1 27 1 40 1 26 1 38 1 28 1 6 188
合計 421 14 391 14 461 14 400 13 457 15 419 15 85 2,549

人数 学級数 人数 学級数 人数 学級数

北本中 150 4 173 5 162 5 14 485
東中 117 4 123 4 157 4 12 397
西中 55 2 60 2 77 2 6 192
宮内中 125 4 135 4 128 4 12 388
合計 447 14 491 15 524 15 44 1,462

【適正化対象校】
　⑴栄小学校（平成31年度から5年間において1学級あたりの人数・1校あたりの学級数とも基準以下）
【経過観察校】
　⑵中丸東小学校（平成31年度から5年間において1校あたりの学級数が基準以下。但し、1学級当たりの人数は基準内）
　⑶西中学校（平成31年度から5年間において1校あたりの学級数が許容範囲の基準内。1学級当たり人数も基準内）
　⑷石戸小学校（令和5年度から1校あたりの学級数が基準以下。但し、1学級当たり人数は基準内）

参考資料：適正な学校規模の考え方（基本方針）＊北本市立学校の適正規模等に関する基本方針より


北本市における適正な学校規模（１校あたりの学級数）

北本市が目指す学級編制（１学級あたりの人数） 埼玉県の学級編制基準
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（6学級以上8学級以下）


